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埼玉会館小ホール
主催  :  埼玉弁護士会
　　　埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20
　　　電話 048-863-5255
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　田中最高裁長官との最近の非公式の会談の中で砂川事件について短時間話し合った。長官は、時期はまだ決まっていないが、最高裁

が来年の初めまでには判決を出せるようにしたいと言った。彼は、15人の裁判官全員について最も重要な問題は、この事件に取り組むさ

いの共通の土俵をつくることだと見ていた。できれば、裁判官全員が一致して適切で現実的な基盤に立って事件にとりくむことが重要だ

と田中長官は述べた。裁判官の幾人かは、「手続き上」の観点から事件に接近しているが、他の裁判官は「法律上」の観点から見ており、

また他の裁判官は、「憲法上」の観点から問題を考えている、ということを長官は示唆した。

　（裁判官のうち何人かは、伊達判事を裁判長とする第１審の東京地裁には、合衆国軍隊駐留の合憲性について裁定する権限はなく、自

己の権限と、もともと［基地への］不法侵入という事件について地裁に提起された特有の争点を逸脱しているという、狭い手続き上の理

由に結論を求めようとしていることが私にはわかった。

　他の裁判官は、最高裁はさらに進んで、米軍駐留により提起されている法律問題それ自体に取り組むべきだと思っているようである。

　また、他の裁判官は、日本国憲法のもとで、条約は憲法より優位にあるかどうかという大きな憲法上の問題に取り組むことを望んでい

るのかもしれない。）

　田中最高裁長官は、下級審の判決が支持されると思っているという様子は見せなかった。反対に、彼は、それは、覆されるだろうが、重

要なのは15人のうちのできるだけ多くの裁判官が憲法問題に関わって裁定することだと考えているという印象だった。こうした憲法問題

に、［下級審の］伊達判事が判決を下すのはまったく誤っていたのだ、と彼は述べた。

極秘

  立川基地拡張反対闘争（砂川闘争／「立川市の歴史」より）

１９５９年１１月５日　アメリカ大使館・東京から国務長官へ

１９５９年１１月６日　国務省受信
　

書簡番号Ｃ－２３０

米東部時間  午後４時４８分
同文情報提供：太平洋軍司令官と、フェルト長官と政治顧問に限定、在日日米郡司令部とパーンズ将軍に限定

出典：９条「解釈改憲」から密約まで　対米従属の正体　米公文書館からの報告　末浪靖司　作から　高文研

（日本語訳）
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